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渋谷

隆 1 
45 規格名称  ed 和名と英語名が一致していない。 和名に“in accordance with IEC 60297 and IEC 

60917 Series”を追記する。 

又は英語名から“in accordance with IEC 60297 
and IEC 60917 Series”を削除する。 

英語名から“in accordance 
with IEC 60297 and IEC 
60917 series”を削除しま

す。 

渋谷

隆 2 
56 

73 

1  ed “サブラック“及び”サブラック装置“の用語が

用いられている。 
用語を統一する。 現状のままといたします。 

キャビネット、サブラッ

ク、シャシーは、 電気・電

子機器用の標準化された機

械的構造物として JIS 
C6010-1 の「用語及び定

義」（ 3.15 キャビネット、

3.18 サブラック、3.19 シャ

シー ）に記載しています。 

一方、（今回の JIS 素案 C 
62610-2、-5、-6 の 3 規格の

共通事項で）サブラック装

置、シャシー装置は、サブ

ラック、シャシーに実装基

板、電子部品などを収納し

た装置です。キャビネット

装置は、キャビネットにサ

ブラック装置、及び／又

は、シャシー装置を搭載し

た装置です。従いまして、

ご提案の用語の統一はでき

ません。  
キャビネット装置、サブラ

ック装置、シャシー装置に

付きましては、「用語及び

定義」で追加することも検

討しましたが、IDT ルール

の違反となるため今回は

「そのまま」とし、次回の

改正時に検討します。 
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渋谷

隆 3 
56 

123 

1 

4 

 ed “シャシー”及び“シャシー装置”の用語が用い

られている。 
用語を統一する。 現状のままといたします。 

理由は、上記に同じです。 

渋谷

隆 4 
61 

133 

1 

5.1 

 ed “キャビネット”及び“キャビネット装置”の用

語が用いられている。 
用語を統一する。 現状のままといたします。 

理由は、上記に同じです。 

渋谷

隆 5 
63 

他 

1 

他 

 ed “サブラック及び／又はシャシー装置”を 

“サブラック装置及び／又はシャシー装置”に修

正する。 

“サブラック及び／又はシャシー装置”を 

“サブラック装置及び／又はシャシー装置”に修

正する。 

“サブラック装置及び／又

はシャシー装置”に修正し

ます。 

渋谷

隆 6 
108 

111 

115 

3.3 

3.4 

3.5 

 ed 量記号は 1 文字とする。 RC 及び BP の量記号を 1 文字とし、添え字を用

いる。 
現状のままといたします。 

※RC および BP という量記

号は、対応国際規格

IEC62610-6 以外にも

ISO/IEC 22237-7（EN50600-
3-1 に対応）に、同じ意味

で用いられており、

ISO/IECや ENとの共通性

も考慮してこれらの量記号

を用いています。 

渋谷

隆 7 
143 

144 

5.1 図 2 ed 143 行～144 行は図 2 の記号説明である。 図 2 の記号説明として記載する。 修正いたします。 

渋谷

隆 8 
163 

168 

173 

6.1 

6.2 

6.3 

 ed 附属書 B は（規定）のため“規定”が好まし

い。 
“指定している”を“規定する”に修正する。 修正いたします。 

附属書 Bで指定しているよ

うに→附属書 Bで規定する

ように 

渋谷

隆 9 
198 

203 

6.4.5  ed “コールドアイル”、“コールドアイルコンテイ

ンメント”及び“ホットアイルコンテインメン

ト”の意味が分からない。JIS では、極力、日本

語を用いることが要求されている。 

“コールドアイル”、“コールドアイルコンテイ

ンメント”及び“ホットアイルコンテインメン

ト”を日本語で表す。 

語句に続けてカッコ内で日
本語訳を追加いたします。 

・コールドアイル（冷気通
路） 
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・コールドアイルコンテイ
ンメント（冷気通路封鎖） 

・ホットアイル（熱気通
路） 

・ホットアイルコンテイン
メント（熱気通路封鎖） 

理由： 

 これらの語句は、データ
センターやキャビネット業
界では外来語として一般化
しているため、日本語に変
換せずこのままとする。但
し、理解を促進するためカ
ッコ内に日本語訳を追記
し、点線下線を付与する。 

渋谷

隆
10 

227 A.2.1 表 A.1 ed “こと”止めはしない。 修正する。 修正いたします。 

「こと」止めを回避するた
め、表 A.1 の「仕様」列の
表現を、以下の通りに変更
する。 

→排気流速分布の均等であ
る。 

→ヒーターのふく（輻）射
による放熱の影響が最小化
されている。 

→装置前面側に，装置内に
均一な風が流れるように配
置されている。 

→排気温度上昇条件を逸脱

しない程度に十分に高い。 
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渋谷

隆
11 

228 A.2.2  ed 230 行～239 行は、“仕様”ではなく“評価条

件”である。 
228 行の箇条名を“キャビネット評価条件”に修

正する。 
現状のままといたします。 

対応国際規格では“A.2.2 
Cabinet specifications”として

おり、その項の最初の文節

も“The specifications that the 
cabinet to be measured shall 
meet are shown below.”とし

ており、その後で試験の対

象としての条件が掲げられ

ています。 

Annex Aの冒頭  A.1 目的 で
“この附属書は...キャビネッ

トの...熱的分離性能の評価

の方法を規定する。”と目

的を示しており、この目的

に沿ってキャビネットの仕

様が説明されています。

IDT の観点からも、このま

まと致します。 

渋谷

隆
12 

250 A,3  ed “パーティション”の用語はここだけで用いられ

ている。JIS では、極力、日本語で記載する。 
“仕切版”に修正する。 修正いたします。 

但し、「仕切板」 

渋谷

隆
13 

252 A.4  ed 253 行～265 行には、測定箇所ではなく、測定手

順又は測定項目が記載されている。 
252 行を“測定手順”又は“測定項目”に修正す

る。 
現状のままといたします。 

附属書 Aの箇条 4 では、本

体 6.4 各部温度の測定方法

の中で、6.4.1～6.4.6 に示さ

れている温度測定の位置を

示すことが主題である。 

渋谷

隆
14 

271 A.5 表 A.2 ed 箇条 A.5 は測定例であるが、表 A.2 は仕様となっ

ており、要求仕様を規定しているように思える。 
表 A.2 の名称を、“被測定キャビネット及び被測

定 DTL の仕様”に変更する。 
現状のままといたします。 

A.1 目的  で、“この附属書

は，キャビネットに実装し

た DTL（ダミー熱負荷）の
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測定した被測定物の仕様であれば、表 A.2 の名称

を適切に修正する。 
再循環率を測定することに

よって，キ ャビネットの低

温側（吸気側）と高温側

（排気側）との熱的分離性

能を評価する方法について

規定する。”としていま

す。キャビネットは測定の

対象であり、DTL は測定の

ためのツールでこれを用い

ることを規定しています。

A.5  測定例 ではキャビネッ

トと組み合わせて用いる

DTL の仕様を紹介していま

すが、A.1 の目的の説明か

ら A.5 がそれぞれの組み合

わせの例を示していること

は明らかなので、表 A.2 の

名称に“被測定キャビネッ

ト”あるいは“測定に用いる

DTL”と追加して表記する

必要は無いと考えます。ま

た、IDT の観点からも、こ

のままと致します。 

渋谷

隆
15 

275 A.5 図 A.1 ed 箇条 A.5 は測定例であるが、図 A.1 は測定構成と

なっており、要求する構成を規定しているように

思える。 

測定した被測定物の測定構成であれば、図 A.1 の

名称を適切に修正する。 

図 A.1 の名称を、“被測定キャビネット及び被測

定 DTL の測定構成” 
現状のままといたします。 

上記、表 A.2 のコメントに

対して説明した同じ理由

で、図 A.1 の名称を変更す

る必要は無いと考えます。 

渋谷

隆
16 

298 B  ed 附属書 B は規定であるが、要求事項が含まれて

いない。 
（参考）に変更する。 現状のままといたします。 

理由： 

本体の箇条 6 では、附属書
B（規定）の方法を用いた
温度比率の算出を規定して
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いる。附属書 Bは本体の箇
条 6 への追加の規定要素を
提供するための附属書であ
ることから、これは規定の
附属書でなければならな
い。規定の附属書の中に要
求事項が含まれていないこ
とをもって、その附属書が
規定ではないことを意味し
ない。 

渋谷

隆
17 

329 C  ed CRAC の略する前の英語が記載されていない。 

 

略する前の英語を記載する。 修正いたします。 

CRAC（Computer Room Air 
Conditioning：コンピュータ

室空調）に修正する 

 
 


